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     ５ ストロンチウム 90の測定 
 

 

【測定法】 

○ ストロンチウム 90（90Sr 0.546MeV 半減期約 29 年）はβ線しか放出しないため、

ゲルマニウム半導体検出器を用いた測定ができない。また、β線は連続エネルギ
ーを持ち、γ線のようなピークを形成しないため、ピーク解析による同定ができ

ない。 

○ このため、ストロンチウム 90を化学的に単離し、β線の放射能を測定する。実

際には、ストロンチウム 90 から生成される娘核種のイットリウム 90（90Y 
2.282MeV 半減期約 64 時間）が放出するβ線の方がエネルギーが強く、測定がし

やすいため、この放射線を測定する。 

○ 分析手順としては、ストロンチウム 90 を分離し、すでに共存しているイットリ

ウム 90 を除去してストロンチウム 90 だけの状態にしてから放置する。ストロン
チウム 90 の半減期がイットリウム 90 よりも非常に長いため、十分な時間（通常
２週間）放置すると放射平衡が成立し、ストロンチウム 90と生成したイットリ
ウム 90 の放射能が同じになる。 

○ このようにして、イットリウム 90 を分離し、その放射能を求めることによっ
て、ストロンチウム 90 の放射能が分かることになる。このように放射平衡にあ

る娘核種を親核種から分離する化学操作を「ミルキング」という。測定器は、低
バックグラウンドガスフロー測定装置を用いる。 

 

分析・測定の流れ（例） 

  

 ストロンチウム 90 の測定 

β線測定 
（低バックグラウンド

ガスフロー測定装置） 

ミルキング 
（Y-90 の生成） 

分離・精製 

（イオン交換） 

前処理（灰化、蒸発濃縮） 

試 料 

安定ストロンチウムの分析 

（ストロンチウム回収率の補正） 
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放射平衡とミルキング 

 

 ストロンチウム 90 とイットリウム 90 の放射平衡によるイットリウム 90 の生成曲線

は図のとおりであり、２週間で 97%が生成され、それ以降はほとんど変化しない。この
ため、ミルキングまでの放置期間は２週間を目安にしている｡（理論上ではイットリウム

90 が最大放射能を示す時期は、スカベンジから 31.9 日後である｡） 
 

イットリウム 90 の生成曲線 

           
       

         
90Sr                  90Y                   90Zr（安定） 

                    半減期：28.72y          半減期：64.10h 

 

低バックグラウンドガスフロー測定装置 

 

測定試料

低バックグラウンドガスフロー測定装置
35

純粋な Sr-90 

生成する Y-90 

Sr-90+Y-90 

経過時間／日 

計
数

値
 

放射平衡とミルキング 

低バックグラウンドガスフロー測定装置 



46 

 

 
【調査のポイント】 

○ 地域を代表する生産物を中心に試料を採取しており、令和元年度の実績で９種類

の試料を合計 14 地点で測定している。 

○ 飲食物以外に、緊急事態への備えとしてバックグラウンドを把握することを目的

に、土壌の測定も行っている。（５年に１回程度の頻度で実施する。） 

○ 東電事故後、一部の試料でストロンチウム 90が検出されているが、事故前と同

程度（農畜産物で 0.2Bq/kg 生以下）であり、この地域においては事故によるス

トロンチウム 90 の影響は極めて小さかったと考えられる。 

 

○ ストロンチウム 90は核分裂反応によって生成される。測定値は、事故直後で

も、事故前とほとんど変わらないレベルであるため、東電事故の影響は極めて小

さく、主には過去に行われた核爆発実験等の影響と考えられる。 

○ ストロンチウム 90は放射性セシウムと同じく、原子炉内の存在量は多い。しか

し、セシウムよりも揮発性が低く、事故による放出はあったものの、静岡県への

影響は小さかったと考えられる。ストロンチウムは、化学的性質がカルシウムと

似ており、体内に入ると、骨に蓄積する。 

○ 農産物中に検出されるストロンチウム 90 は、セシウム 137 と比べると、経年的

な減少傾向は大きくは見られない。これは、セシウムが土壌粒子に強く吸着され

るのに対し、ストロンチウムは土壌との親和性は高くなく、根からの吸収が大き

いためであると考えられる。 

※ 土壌中では、ストロンチウムは水和水を伴った水和イオンとして存在するためサイズが大き
く、粘土鉱物の構造体に入り込みにくいとされる。一方、セシウムは水和しにくい性質のイオ
ンとして存在し、イオンの正電荷中心と粘土の負電荷との距離が近くなり、相互作用が強く働
くことで土壌に強く吸着されやすいとされる。 

○ 緊急事態への備えとして行う測定は、緊急時モニタリングの結果から、環境への

影響を適切に評価するため、平時の水準を把握しておくことが目的である。 
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  東電事故等の影響 

 

 東電事故後の測定では、環境試料から検出されるストロンチウム 90 に有意な上昇は

認められていない。検出されたストロンチウム 90については、以下の理由から、東電事

故による影響は極めて小さく、主に過去に行われた核爆発実験等の影響と考えられる。 

 

➢ ストロンチウム 90 は揮発性が低いため、セシウム 137 と比べると福島第一原子

力発電所敷地外への飛散量は大きくない。 

※1 2011 年（平成 23 年）６月に原子力安全・保安院が試算した放射性物質の放出量によれ

ば、東電事故によるストロンチウム 90 の放出量はセシウム 137 の 1/100 程度とされている。 

※2 日本原子力研究開発機構の調査では、福島第一原子力発電所周辺 80km 圏内の多くの箇所に

おいて、ストロンチウム 90 の沈着量はセシウム 137 の 1/1000 程度であった。 

※3 福島第一原子力発電所から 80km 圏外においても、明らかに事故由来と判断される放射性ス

トロンチウムは確認されなかったとしている。（2013/3/1 日本原子力研究開発機構「「福島

第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の第二次分布状況等に関する調査研究」の報告書の

概略版について」） 

➢ 国が各自治体に委託している環境放射能水準調査の月間降下物の調査（測定は

（公財）日本分析センター）では、東電事故前 11 年間の値（ND～0.30MBq/km2）

より高い値が検出された自治体は、東北～関東地方の 10 都県であった。（2011

年 12 月までの測定結果 0.30～6.0MBq/km2） 

➢ 他自治体等が実施した福島県周辺地域における土壌及び農産物の調査結果からは、

東電事故由来と明確に判断できる放射性ストロンチウムは確認できていない。 

➢ 静岡市で採取している降下物の過去の測定結果（環境放射能水準調査）から、事

故後 1)のストロンチウム 90 の降下量は事故前 2)の核爆発実験等による降下量の約

1/7100 と非常に小さい。 

1) 事故後（の降下量）：2011 年３月～2014 年３月（の放射能の累積） 

2) 事故前（の降下量）：1963 年５月～2011 年２月（の放射能の累積） 

 

 

大根中の Sr-90 濃度の推移 
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     ６ トリチウムの測定 

 

 

【測定法】 

○ トリチウム（3H）は、水素の一種（同位体）で、化学的には水素と同じ性質を持

つため、環境中では主に水や水蒸気中に存在する。水素の同位体には、重水素、

三重水素があり、三重水素のことを別名トリチウムと呼んでいる。 

○ トリチウムは、ストロンチウム 90 と同じようにβ線しか放出しない核種で、エ

ネルギーが 18.6keV と非常に小さく、通常のβ線測定器では放射線が届かず測定

できない。このため、環境試料からトリチウムを含む水分を回収し、蒸留後、乳

化シンチレータ（ジイソプロピルナフタレンを主成分とした有機溶媒）と混合さ

せ、液体シンチレーションカウンタで測定する方法がほぼ唯一である。 

○ 測定の原理は、液体シンチレータ混合溶液中で発生したβ線が溶媒を励起し、そ

のエネルギーが溶質に移行して発光する。この光を光電子増倍管で増幅し、電気

信号として取り出して測定する。液体シンチレータ混合溶液は専用の測定容器

（100mL テフロンバイアル）に入れるが、この容器自体が言わば検出器とも言え

る。 

 

分析・測定の流れ（例） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 トリチウムの測定 

水試料 大気試料 

焼きだし 
（電気炉で加熱） 

（減圧）蒸留 

乳化シンチレータと混合 

β線測定 
（液体シンチレーションカウンタ） 
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  液体シンチレーションカウンタ 

 

 

 

  

13

測定試料

サンプルチェンジャー

液体シンチレーションカウンタ

液体シンチレーションカウンタ 
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【調査のポイント】 

○ トリチウムは体内に蓄積されにくく、エネルギーも低いため、環境レベルのトリ
チウムを摂取しても人体への影響は極めて小さい。しかし、発電所からは平常時

でもトリチウムの放出があるため、大気中水分、陸水及び海水を対象に継続的な
測定を行っているものである。 

○ 大気中水分は、14 か所のモニタリングステーションのうち、４か所に捕集装置を
設置し、１か月分を捕集後、測定している。 

○ 東電事故後、一部の試料でトリチウムが検出されているが、事故前と同程度（飲
料水で１Bq/L 以下）であり、この地域においては事故によるトリチウムの影響は

極めて小さかったと考えられる。 
 

○ トリチウムの起源は、① 自然生成、② 過去に行われた核爆発実験等の影響、③ 
原子力施設からの放出の３つが主なものである。 

○ 自然生成は、宇宙線が、大気中の窒素原子や酸素原子に衝突することで起こるも
のである。国連科学委員会の報告書（2008 年）によれは、自然生成により地球全
体で毎年 72PBq 生成され、1,275PBq が存在するとしている。また、報告書では、
核爆発実験等により地球環境に放出された量は 186,000PBq だったとしている。

（P：ペタ：1015） 

○ 発電所由来のトリチウムとしては、原子炉水中に重水素が放射化されたものと燃

料被覆管から浸出したものが存在する。また、燃料プールからの蒸発により原子
炉建屋内にも存在する。 

○ トリチウムの半減期は約 12 年で、現在は大気圏内核爆発実験等によって放出さ
れた人工のトリチウムは減少し、発電所由来のトリチウムも割合としては小さい
（年間約 1011Bq）ため、平常時の観測値は、宇宙線により生成された自然起源のト

リチウムが大部分を占めるものと考えられる。 

○ 中部電力によれば、令和元年度に浜岡原子力発電所から放出した放射性気体廃棄

物及び液体廃棄物中のトリチウムから実効線量を推定したところ、1×10-4mSv 以
下（１mSv の１万分の１以下）であったとしている。 

 
大気中水分トリチウム濃度の推移 

 

 

（注）全国の自治体で大気中水

分に含まれるトリチウム

を監視しデータを公開し

ているのは、青森県、福島

県、新潟県、福井県、静岡

県、京都府、島根県である。 



51 

 

     ７ プルトニウム 238 等測定 

 

 
【測定法】 

○ プルトニウム 238（238Pu）及びプルトニウム 239+240（239+240Pu）の測定は、γ線を
放出する核種に比べて、測定前の試料調整等に相当な時間を要する。また、核燃

料物質に相当する標準溶液を使用するため、国から使用許可を受けた施設でない
と測定ができないことから、本県では民間の分析機関へ委託している。 

○ 分析方法は、対象試料を前処理（加熱・酸分解）・濃縮後、イオン交換樹脂でプ
ルトニウムを分離精製し、ステンレス板上に電着して測定試料とする。測定はシ

リコン半導体検出器を用い、プルトニウムのα線スペクトルにより定量する。 

○ プルトニウム 239（239Pu）とプルトニウム 240（240Pu）は、それぞれの核種が放出
するα線のエネルギーがほぼ等しく、区別して定量することができないため、両
方の核種の合計として定量する。 

○ 緊急時の迅速分析法として、ICP-MS を用いた方法がある。試料をマイクロウェー
ブ分解装置を用いて加圧分解し、ミニカラムを用いて、硝酸系及び酢酸系の２種

類のカラムを通すことで、プルトニウムを分離・精製し、試料溶液中のプルトニ
ウムを ICP-MS で定量する。 

 
分析・測定の流れ（例） 

 

  
 

 
 

 
 

  

 プルトニウム 238, 239＋240 の測定 

土壌試料 

加熱処理 

（500℃ 4 時間） 

酸分解・抽出 

（硝酸） 

α線測定 
（シリコン半導体検出器） 

電 着 

分離・精製 

（イオン交換） 
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【調査のポイント】 

○ プルトニウムは、過去の核爆発実験等の影響により、わずかだが環境中に存在す

る。また、原子炉内にも存在するため、土壌中のプルトニウムを事前に把握して

おくことで、緊急事態への備えとする。 

○ 土壌採取地点は、緊急事態における採取候補地として「静岡県緊急時モニタリン

グ実施要領」で定めている場所である。発電所 10km 圏内では５か所が選定され

ている。 

○ 令和２年度から調査を開始しているので、平常の変動幅は定めていない。 

 

○ プルトニウムは、原子番号94の原子で、94個の陽子と140～150個程度の中性子か

ら構成される原子核を持っており、全ての同位体が不安定（放射性）である。 

○ 消化管では吸収されにくいので、食べ物を介して体内へ取り込まれるよりも、呼

吸と共に肺から取り込まれた場合に問題となり、肺から血管に入り血流によって

移動し、骨や肝臓に沈着する。プルトニウムはこうした器官内でα線を出すた

め、肺がん、白血病、骨腫瘍、肝がんを引き起こす可能性がある。 

○ 原子炉内では、ウラン 235 の核分裂により生成した中性子がウラン 238 に吸収さ

れてプルトニウム 239 が生成する。更に、プルトニウム 239 の一部は、中性子を

吸収してプルトニウム 240 になる。プルトニウム 239 や 240 と比べて少ないが、

プルトニウム 238 も原子炉内に存在する。 

○ 現在環境中に存在するプルトニウムは、主に過去の大気圏内核爆発実験によって

放出されたものである。中でもプルトニウム 239 は、半減期が長く、長期間環境

中に残留することになる。プルトニウム 238 も核爆発実験で環境に放出された

が、放射性同位体熱電気転換器（RTG:Radioisotope thermoelectric generator） 

を搭載した人工衛星の大気圏内再突入によってもたらされたものもある。 

○ プルトニウム 239+240（半減期 プルトニウム 239：2411 万年、プルトニウム

240：6563 年）に対するプルトニウム 238（半減期 約 88 年）の土壌沈着量の比

率を事前に調査しておくことで、万が一のときに、発電所からの影響があったか

どうかを確認することが可能となる。 

○ 事故後、日本原子力研究開発機構が福島第一原子力発電所から 100km 圏内で行っ

た調査では、同位体比（Pu-238/Pu-239+240）が 0.030～2.5 程度であったとさ

れ、事故前に全国で行われた調査の平均 0.031 を上回る箇所が見られた。

（2013/3/1 「「福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の第二次分布状況

等に関する調査研究」の報告書の概略版について」） 

○ 緊急事態における土壌採取候補地は、UPZ 圏内の空間放射線量率及び大気モニタ

の測定地点で、88 地点ある。５年で全数を測定することを目標としている。 
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     ８ 排水の全計数率の測定 

 

 
【測定法】 

○ 発電所内で発生した排水（放射性液体廃棄物、洗濯水等）をタービンで使用した
蒸気冷却用海水とともに海域へ放出する際、放水路を流れる排水の一部を取り出
し、γ線の計数率を測定する。この測定に使用する装置を放水口モニタと呼んで
いる。 

○ 放水口モニタは、放水路を流れる排水の一部を取り出すサンプリング装置、水サ
ンプラ、NaI シンチレーション検出器等で構成される。 

○ 放水路から取り出した排水は、沈砂槽で砂をある程度沈降させ、検出器を装備し
た水サンプラ内へ導入し、連続でγ線を測定する。放水路を流れる排水が少なく

なっても、停止することなく測定し続けている。 

○ また、沈砂槽の水は、コンポジットサンプラで一定周期毎にサンプリングし、Day
タンクに１日分、Week タンクに１週間分のサンプル水を溜めている。放水口モニ
タの測定値に異常があった場合、Day タンク又は Week タンクのサンプル水の放射

能を測定することにより、異常の有無を確認することができる。 

○ 測定値は、検出器に入射したγ線の１秒間あたりの数（計数率）を意味する

「cps」（count per second の略）という単位で表示される。 

○ データは、浜岡原子力発電所の中央制御室で監視・記録されるとともに、テレメ
ータシステムにより県環境放射線監視センターへ送信される。 

 
 

 放水口の位置 
 

 

 

1号機

2号機
3号機

4号機

5号機

放水口の位置 

 排水の全計数率の測定 
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  放水口モニタの構成 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NaIシンチレーション

検出器 

検出器 

コンポジット 

サンプラ 

サンプリング 

ポンプ 

放水路 

Day タンク 
week タンク 

水サンプラ 

データ処理 

装置 

（指示・記録） 

運転状況 

データ 

公開装置 

ホームページ等 

コンポジットサンプラ 

(一定周期で水をサンプル) 

サンプル水 

（放水路から） 

水サンプラ 

内部に 

検出器 

サンプル水が内

部に流れる 

中央制御室で 

記録・監視 

 

中央制御室

にて監視 

【サンプリング装置】 【モニタ】 

Day タンク 

（予備） 

沈砂槽 

放水口モニタの構成 
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【調査のポイント】 

○ 陸域だけでなく、海域への予期しない放射性物質の放出を早期に検出するための

測定が必要だが、敷地外での測定が困難なため、中部電力が実施する放水口モニ

タの測定を平常時モニタリングに位置付けている。 

○ 発電所敷地内には４か所の放水口モニタがある。中部電力では、従来から防災目

的で放水口モニタによる排水の連続測定を行っていたが、令和２年度から技術会

における測定計画に組み入れた。 

○ 測定値は、降雨がない通常時で約５～10cps の範囲である。降雨等による自然放

射性核種の変動によって測定値が上昇することがある。 

 

○ 発電所敷地内の雨水は、一般排水桝を通じて放水路に流入する。排水に雨水が流

入すると、雨水中の自然放射性核種の影響により、放水口モニタの値が上昇する

ことがある。（数 10cps となることもある。） 

○ プラントの状態によって、放水路を流れる排水の流量に大きな差がある。プラン

ト運転中では排水の流量が多いため、雨水の流入があっても希釈効果は大きくな

る。一方、プラント停止中や廃止措置中の１，２号機では排水の流量が少ないた

め、降雨の影響を受けやすい。 

○ 特に、１，２号機放水口モニタは、次の理由から降雨の影響を受けやすく、他の

プラントよりも測定値が上昇する傾向がある。 

➢ 雨水を含む発電所敷地内の約 70％の一般排水の流入や一般河川からの流入が

ある。 

➢ 廃止措置中のプラントであるため、冷却用海水の量が少ない。 

○ サンプル水の砂の量は、海の荒れや台風等により異なるため、毎週、放水口モニ

タを停止して沈砂槽の砂の堆積状況を確認している。水サンプラ内の砂の堆積に

よる測定値の上昇や配管内の砂の堆積によってサンプル水の汲み上げができなく

なると、砂の除去のために、数日間、放水口モニタを停止し、清掃を行う。 
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別記１ 測定値の表示方法 

環境試料中の放射能の測定値については、当技術会が定める評価方法において「原

則として有効数字２桁」で記載することとしている。 

この「原則として」にしている理由は、有効数字２桁にした場合に、標準偏差の１

桁目が放射能値の２桁目よりも低位になることがあるため、放射能値を「標準偏差の

有効数字１桁目まで記載する」※ことにより、有効数字が３桁以上になる場合があるた

めである。 

放射能値と標準偏差の表記の仕方は、以下の３パターンがある。 

 

 

（パターン１） 放射能値２桁±標準偏差１桁 

    （例）  0.04154 ± 0.008818 ⇒ 0.042 ± 0.009 ⇒ 0.042（測定値） 

 

（パターン２） 放射能値２桁±標準偏差２桁 

    （例）  0.09938 ± 0.01352  ⇒ 0.099 ± 0.014 ⇒ 0.099（測定値） 

 

（パターン３） 放射能値３桁以上±標準偏差１桁 

    （例）  74.72 ± 0.7039     ⇒ 74.7 ± 0.7    ⇒ 74.7（測定値） 

 

 

※ 過去には、測定値の表記を全て有効数字２桁で統一していた時期があったが、

2008 年（平成 10 年）度第２回の技術会において、当時の顧問から、国の「環境

放射線モニタリング中央評価専門部会」において示された、「標準偏差の有効数字

１桁目までを記載する」との考え方を採用すべきとの指摘を受けて対応したもの

である。（パターン３の例のケースに適用） 
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別記２ 測定目標値 

  モニタリングの目的を実現するため、現在の技術的水準を踏まえ、最低限測定す

ることが必要な検出可能レベル（検出下限値）を「測定目標値」として設定してい
る。測定目標値の一部を以下に示す。 

(1) 周辺住民等の被ばく線量の推定及び評価 

    ア ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 

試   料 
測 定 目 標 値 

単 位 
供試量 

Co-60 I-131 Cs-134 Cs-137 測定時間 

農産物・海産生物 0.2 － 0.2 0.4 Bq/kg 生 
灰 40g 相当 

50,000 秒 

農産物・海産生物 

（直接法） 
－ 0.8 － － Bq/kg 生 

2×103cm3相当 

20,000 秒 

イ 放射性ストロンチウム分析 

    
 

 
 

 (2) 環境における放射性物質の蓄積状況の把握 

   ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 

 
 

 

 

 (3) 緊急事態が発生した場合への平常時からの備え 

   ア ゲルマニウム半導体検出器による機器分析 

試   料 
測 定 目 標 値 

単 位 
供試量 

Co-60 Cs-134 Cs-137 測定時間 

土壌 3 3 3 Bq/kg 乾土 
100g 乾土 

50,000 秒 

  イ 放射性ストロンチウム分析 
 

 
 
 

 
 

  ウ トリチウム分析 
 
 
 

  
  エ プルトニウム分析 

 
 

 
 

試   料 
測定目標値 

単位 
供試量 

Sr-90 測定時間 

農産物・海産生物 0.2 Bq/kg 生 
灰 10g 相当 

80 分 

試   料 
測定目標値 

単位 
供試量 

Cs-137 測定時間 

土壌・海底土 3 Bq/kg 乾土 
100g 乾土 

50,000 秒 

試   料 
測定目標値 

単位 
供試量 

Sr-90 測定時間 

陸水 0.4 mBq/L 
100L   

80 分 

土壌 0.4 Bq/kg 乾土 
100g 乾土 

80 分 

試   料 
測定目標値 

単位 
供試量 

H-3 測定時間 

陸水・海水 1 Bq/L 
50mL 

10 分×20 回×3 サイクル 

試   料 
測定目標値 

単 位 
供試量 

Pu-238 Pu-239+240 測定時間 

土壌 0.04 0.04 Bq/kg 乾土 
50g 乾土 

24 時間 
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別記３ 品質保証 

  測定実施機関は、得られたデータの品質が客観的に見て、適切なレベルに維持さ

れていることを保証するため、次のことを行っている。 

 

１ 定期的な保守点検等 

  使用している測定器については、定期的に保守点検を行い、性能が適切に維持さ

れていることを確認する。また、性能等が適切に維持可能な時期において測定器を

更新する。 

  校正については、国家標準とトレーサブルな校正用線源や校正用機器を使用す

る。 

 

２ 精度管理 

  放射能測定の精度管理として、定期的に、分析専門機関である（公財）日本分析

センターとの間で ISO/IEC17043：2010「適合性評価-技能試験に対する一般要求事

項」（JIS Q 17043：2011）に準じ、分析の妥当性を確認する。 

  また、空間放射線量率の測定については、定期的に実用線源を用いた確認校正

（JIS Z 4511:2005）を行う。 

  

３ 職員の教育訓練 

  測定に携わる職員については、モニタリングに係る知識及び技能を取得するた

め、OJT による訓練の実施や外部機関の研修を受講する。 

 

４ 委託先調査 

  前処理や分析の一部については、民間機関へ委託しているため、当該委託先にお

ける品質保証体制の適切性等について調査する。 

 

  


